
六
厩
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
最
終
処
分
場
整
備
事
業
（
仮
称
）
に
係
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
対
す
る
関
係
課
意
見
、
事
業
者
の
見
解
整
理
表

【
環
境
管
理
課
①
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

9
0

地
盤

一
部

で
も

５
０

ｃ
ｍ

以
上

掘
削

し
、

か
つ

掘
削

と
盛

土
の

合
計

面
積

が
３

，
０

０
０

㎡
以

上
で

あ
れ

ば
、

工
事

に
着

手
す

る
３

０
日

前
ま

で
に

「
一

定
規

模
以

上
の

土
地

の
形

質
変

更
届

」
を

提
出

す
る

こ
と

。

廃
掃

法
上

の
設

置
許

可
を

得
た

後
工

事
着

手
3
0
日

前
ま

で
に

土
地

の
形

質
変

更
届

を
提

出
い

た
し

ま
す

。
―

―

9
1

地
盤

埋
立

て
等

を
行

う
区

域
以

外
に

お
い

て
採

取
又

は
製

造
が

お
こ

な
わ

れ
た

土
砂

等
に

よ
る

埋
立

て
で

あ
っ

て
、

そ
の

区
域

の
面

積
が

３
，

０
０

０
㎡

以
上

に
な

る
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

知
事

の
許

可
を

得
る

こ
と

（
た

だ
し

、
岐

阜
県

埋
め

立
て

等
の

規
制

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

第
５

条
第

２
項

第
６

号
に

掲
げ

る
埋

立
て

等
で

あ
る

場
合

は
除

く
）

。

岐
阜

県
埋

め
立

て
等

の
規

制
に

関
す

る
条

例
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

事
業

区
域

外
の

残
土

置
き

場
と

し
て

は
使

用
し

ま
せ

ん
。

覆
土

置
場

・
残

土
置

場
の

土
砂

は
事

業
区

域
内

の
土

砂
で

、
他

の
土

砂
は

持
ち

込
ま

な
い

。
条

例
に

は
抵

触
し

な
い

と
判

断
し

ま
す

が
、

今
後

、
環

境
管

理
課

と
の

協
議

を
お

こ
な

い
ま

す
。

―
―

9
2

2
-
5
5

図 2
.
4
.
7
-
6

水
質

図
中

「
洗

車
設

備
」

に
つ

い
て

、
自

動
式

車
両

洗
浄

施
設

を
設

置
す

る
場

合
は

、
設

置
工

事
着

手
の

６
０

日
前

ま
で

に
、

水
質

汚
濁

防
止

法
の

特
定

施
設

の
設

置
届

を
飛

騨
県

事
務

所
環

境
課

へ
提

出
す

る
こ

と
。

自
動

洗
車

設
備

は
、

設
置

予
定

は
あ

り
ま

せ
ん

。
高

圧
洗

浄
設

備
に

よ
る

手
洗

い
洗

車
と

し
て

い
ま

す
。

一
方

洗
浄

水
は

全
て

最
終

処
分

場
内

へ
排

水
し

て
、

水
処

理
施

設
を

経
由

し
て

放
流

い
た

し
ま

す
。

―
―

9
3

(
4
)
(
イ

)
滲

出
水

処
理

施
設

の
表

中
「

重
金

属
」

の
「

放
流

水
質

」

水
質

岐
阜

県
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

排
水

基
準

を
定

め
る

条
例

の
排

水
基

準
値

以
下

と
あ

る
が

、
「

水
質

汚
濁

防
止

法
の

排
水

基
準

値
以

下
」

と
の

記
載

誤
り

で
は

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

岐
阜

県
は

、
「

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

く
排

水
基

準
を

定
め

る
条

例
」

に
お

い
て

、
庄

川
水

域
の

重
金

属
の

排
水

基
準

を
定

め
て

い
な

い
。

ご
指

摘
の

通
り

、
水

質
汚

濁
防

止
法

の
排

水
基

準
値

以
下

の
誤

り
で

す
。

訂
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

9
4

「
そ

の
他

」
の

「
放

流
水

質
」

水
質

「
水

質
汚

濁
防

止
法

の
排

水
基

準
値

以
下

」
の

こ
と

を
指

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

基
準

値
の

前
に

「
排

水
」

を
追

記
し

、
何

の
基

準
か

明
ら

か
に

す
る

こ
と

。

ご
指

摘
の

通
り

排
水

基
準

値
と

い
た

し
ま

す
。

―
―

表 2
.
4
.
2
-
1

「
開

発
の

面
積

」
、

「
土

工
量

」

土
地

利
用

計
画

平
面

図
等

2
-
3

～ 2
-
5

2
-
5
8

1

資料１－２



【
環
境
管
理
課
②
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

9
5

3
-
6
6

表 3
.
2
.
7
-

3
(
1
)

大
気

質
N
O
x
（

p
p
m
）

の
排

出
基

準
値

に
誤

り
が

あ
る

た
め

、
確

認
す

る
こ

と
。

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

誤
り

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
準

備
書

に
お

い
て

修
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

9
6

3
-
7
6

表 3
.
2
.
7
-

1
6
(
1
)

水
質

環
境

基
準

に
つ

い
て

、
大

腸
菌

群
数

は
大

腸
菌

数
に

改
正

さ
れ

て
い

る
の

で
確

認
す

る
こ

と
。

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

誤
り

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
準

備
書

に
お

い
て

修
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

9
7

3
-
7
9

表 3
.
2
.
7
-

1
9
(
1
)

水
質

排
水

基
準

は
許

容
限

度
と

す
る

こ
と

。
六

価
ク

ロ
ム

の
許

容
限

度
に

誤
り

が
あ

る
た

め
確

認
す

る
こ

と
。

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

誤
り

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
準

備
書

に
お

い
て

修
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

9
8

6
-
1

～ 6
-
6
，
6
-
3
0

～ 6
-
3
1

大
気

質
の

予
測

・
評

価
手

法
悪

臭
の

予
測

・
評

価
手

法

大
気

質

大
気

質
、

悪
臭

の
予

測
・

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
対

象
事

業
実

施
区

域
周

辺
に

お
け

る
気

象
の

状
況

、
地

形
等

を
適

切
に

反
映

さ
れ

た
い

。

地
形

の
状

況
を

考
慮

し
た

予
測

・
評

価
を

実
施

す
る

よ
う

に
い

た
し

ま
す

。
―

―

【
廃
棄
物
対
策
課
①
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

9
9

全
般

最
終

処
分

場
の

環
境

影
響

評
価

に
あ

た
っ

て
は

、
「

廃
棄

物
処

理
施

設
生

活
環

境
影

響
調

査
指

針
（

平
成

1
8
年

9
月

環
境

省
大

臣
官

房
廃

棄
物

・
リ

サ
イ

ク
ル

対
策

部
）

」
を

踏
ま

え
て

実
施

す
る

こ
と

。

「
廃

棄
物

処
理

施
設

生
活

環
境

影
響

調
査

指
針

（
平

成
1
8
年

9
月

 
環

境
省

大
臣

官
房

廃
棄

物
・

リ
サ

イ
ク

ル
対

策
部

）
」

を
踏

ま
え

た
調

査
計

画
と

し
て

お
り

ま
す

。

環
境

影
響

評
価

方
法

書
の

内
容

は
、

廃
棄

物
処

理
施

設
生

活
環
境

影
響

調
査

指
針

を
踏

ま
え

て
調

査
（

現
況

把
握
、

予
測

及
び

影
響

の
分

析
）

す
る

こ
と

が
明

確
に
な

っ
て

い
な

い
た

め
、

実
際

の
調

査
に

あ
た

っ
て
は

、
同

指
針

を
踏

ま
え

て
実

施
す

る
こ

と
。

廃
棄

物
処

理
施

設
生

活
環

境
影

響
調

査
指

針
を

踏
ま

え
た

調
査

を
実

施
し

ま
す

。

1
0
0

2
-
6
1

2
.
4
.
1
1

廃
棄

物
処

理
計

画

廃
棄

物

「
当

該
工

事
に

伴
い

生
じ

る
伐

採
木

は
、

全
て

計
画

地
内

で
破

砕
チ

ッ
プ

化
を

施
し

法
面

緑
化

植
生

工
に

用
い

る
。

」
と

あ
る

が
、

次
の

点
に

留
意

す
る

こ
と

。
・

伐
採

木
を

全
量

利
用

で
き

ず
、

木
く

ず
を

廃
棄

物
と

し
て

処
理

す
る

場
合

に
は

、
廃

棄
物

処
理

法
に

基
づ

い
て

適
正

に
処

理
す

る
こ

と
。

・
木

く
ず

の
破

砕
施

設
の

設
置

に
伴

う
騒

音
や

振
動

等
に

つ
い

て
、

環
境

影
響

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
。

全
量

チ
ッ

プ
化

を
検

討
し

て
お

り
ま

す
が

、
廃

棄
物

と
す

る
場

合
は

、
廃

掃
法

に
従

い
手

続
き

を
お

こ
な

い
ま

す
。

木
く

ず
の

破
砕

設
備

の
騒

音
・

振
動

に
つ

い
て

は
、

環
境

項
目

の
「

騒
音

」
「

振
動

」
の

中
で

予
測

評
価

を
行

い
ま

す
。

―
―

2



【
廃
棄
物
対
策
課
②
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
0
1

5
-
2

表
5
.
2
-
1

本
事

業
で

環
境

へ
の

影
響

を
評

価
す

る
項

目
の

選
定

廃
棄

物

「
環

境
影

響
要

因
：

浸
出

液
処

理
施

設
の

稼
働

」
に

お
い

て
、

浸
出

液
処

理
施

設
の

稼
働

に
よ

り
汚

泥
が

発
生

す
る

た
め

、
評

価
項

目
と

し
て

廃
棄

物
を

選
定

す
る

こ
と

。

環
境

項
目

「
廃

棄
物

」
の

「
人

の
活

動
(
浸

出
液

処
理

施
設

の
稼

働
)
」

と
し

て
、

評
価

い
た

し
ま

す
。

―
―

1
0
2

5
-
4

6
-
3
2

表
5
.
3
-

1
(
2
)

環
境

影
響

評
価

項
目

の
選

定
、

除
外

理
由 表

6
.
8
-
1

調
査

手
法

（
廃

棄
物

）
表

6
.
8
-
2

予
測

手
法

、
評

価
手

法
等

（
廃

棄
物

）

廃
棄

物

工
事

中
に

濁
水

処
理

施
設

を
設

置
す

る
場

合
は

、
濁

水
処

理
施

設
の

稼
働

に
よ

り
発

生
す

る
汚

泥
に

つ
い

て
も

考
慮

す
る

こ
と

。

工
事

濁
水

な
ど

は
、

仮
設

沈
砂

・
沈

殿
設

備
を

設
け

、
発

生
す

る
汚

泥
・

沈
砂

物
は

残
土

捨
て

場
に

お
い

て
乾

燥
及

び
改

良
を

し
て

残
土

と
混

合
し

て
対

応
い

た
し

ま
す

。

汚
泥

は
産

業
廃

棄
物

で
あ

る
た

め
、

廃
棄

物
処

理
法

に
従

い
適
正

に
処

理
す

る
こ

と
。

工
事

中
に

発
生

す
る

濁
水

は
、

仮
設

沈
砂

池
を

設
け

て
土

砂
を

沈
降

さ
せ

た
後

、
堆

積
土

砂
を

土
捨

て
場

へ
搬

出
し

ま
す

。
薬

剤
等

に
よ

る
処

理
は

行
い

ま
せ

ん
の

で
、

汚
泥

処
理

に
は

当
た

ら
な

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

1
0
3

6
-
8

表
6
.
2
-
1

調
査

手
法

（
水

質
・

底
質

・
地

下
水

）

水
質

P
.
6
-
8
の

「
調

査
地

点
」

「
（

3
）

地
下

水
の

水
質

」
と

、
P
.
6
-
1
0
の

「
予

測
地

点
」

「
（

3
）

地
下

水
の

水
質

」
の

地
点

数
が

異
な

っ
て

い
る

理
由

を
説

明
す

る
こ

と
。

既
往

の
調

査
結

果
が

2
地

点
あ

り
、

追
加

の
2
地

点
を

新
た

に
現

地
調

査
す

る
た

め
、

調
査

地
点

は
2
地

点
、

予
測

地
点

は
4
地

点
と

し
て

お
り

ま
す

。
―

―

1
0
4

6
-
1
0

表
6
.
2
-
2

予
測

手
法

、
評

価
手

法
等

（
水

質
・

底
質

・
地

下
水

）

水
質

P
.
6
-
1
0
の

「
環

境
影

響
要

因
」

の
内

容
が

P
.
6
-
7
、

6
-
8
、

6
-
9
と

異
な

っ
て

い
る

理
由

を
説

明
す

る
こ

と
。

P
6
-
1
0
の

「
環

境
影

響
要

因
」

に
誤

植
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、

準
備

書
に

お
い

て
修

正
い

た
し

ま
す

。
―

―

3



【
薬
務
水
道
課
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
0
5

3
-
5
9

3
.
2
.
3

河
川

及
び

湖
沼

の
利

用
並

び
に

地
下

水
の

利
用

の
状

況
(
3
)
地

下
水

の
利

用
の

状
況

地
下

水

「
概

況
調

査
地

域
に

お
け

る
地

下
水

の
利

用
状

況
に

関
す

る
統

計
は

な
い

。
」

と
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

岐
阜

県
公

式
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
て

い
る

「
岐

阜
県

に
お

け
る

水
道

の
概

況
（

令
和

４
年

度
版

）
」

に
お

い
て

、
ケ

ベ
ッ

ク
の

森
専

用
水

道
の

原
水

種
別

が
深

井
戸

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
水

道
法

に
よ

る
専

用
水

道
に

関
す

る
権

限
を

有
す

る
高

山
市

に
確

認
が

必
要

で
す

。

ケ
ベ

ッ
ク

の
森

専
用

水
道

・
深

井
戸

の
位

置
を

確
認

し
、

計
画

と
の

関
係

を
評

価
い

た
し

ま
す

。
―

―

【
里

川
・

水
産

振
興

課
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
0
6

3
-
5
9

表 3
.
2
.
3
-
1

河
川

表
中

の
漁

業
の

名
称

に
つ

い
て

、
内

共
３

８
号

及
び

４
１

号
に

お
い

て
は

「
ふ

な
」

は
含

ま
れ

な
い

。
準

備
書

に
お

い
て

修
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

1
0
7

5
-
5

表
5
.
3
-
1

（
3
）

触
れ

合
い

活
動

の
場

人
の

活
動

に
お

い
て

生
態

系
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

の
で

あ
れ

ば
、

触
れ

合
い

活
動

の
場

（
釣

り
）

に
お

い
て

も
影

響
は

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

触
れ

合
い

活
動

の
場

（
釣

り
）

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
「

最
終

処
分

場
の

存
在

」
に

お
い

て
評

価
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
―

―

1
0
8

6
-
4
4
表

6
.
1
3
-

1

触
れ

合
い

活
動

の
場

触
れ

合
い

活
動

の
場

の
調

査
に

つ
い

て
、

遊
漁

の
利

用
状

況
等

の
把

握
の

際
に

は
、

該
当

河
川

の
漁

業
権

者
で

あ
る

各
漁

業
協

同
組

合
に

必
ず

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
う

と
と

も
に

、
資

源
特

性
に

つ
い

て
も

ヒ
ア

リ
ン

グ
す

る
こ

と
。

準
備

書
作

成
の

段
階

で
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
お

こ
な

い
ま

す
。

―
―

【
森

林
保

全
課

】
№

頁
箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
0
9

5
-
3

5
.
3
環

境
影

響
評

価
項

目
の

選
定

・
除

外
理

由

地
質

荘
川

町
六

厩
地

区
に

存
在

す
る

活
断

層
「

牧
ケ

洞
断

層
」

に
つ

い
て

、
関

連
調

査
項

目
の

地
象

「
断

層
」

に
選

定
し

な
か

っ
た

理
由

を
追

記
す

る
こ

と
。

環
境

項
目

「
地

形
・

地
質

」
に

お
い

て
は

、
ご

指
摘

の
「

断
層

」
が

特
筆

す
べ

き
地

形
・

地
質

に
は

該
当

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

一
方

、
牧

ヶ
洞

断
層

の
地

震
動

に
よ

る
影

響
は

環
境

項
目

「
地

盤
」

の
中

で
、

地
震

に
よ

る
影

響
と

し
て

こ
れ

か
ら

検
討

し
て

い
き

ま
す

。
以

上
の

内
容

が
分

か
る

よ
う

に
、

準
備

書
に

て
詳

細
な

記
述

を
い

た
し

ま
す

。

―
―

4



【
道

路
維

持
課

】
№

頁
箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
1
0

2
-
4
4

2
.
4
.
6

道
路

計
画 (
1
)
 
搬

入
経

路

搬
入

道
路

施
設

へ
の

搬
入

出
に

伴
い

(
国

)
1
5
8
号

か
ら

(
市

)
六

厩
5
号

線
へ

出
入

り
す

る
際

に
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

ー
が

安
全

に
出

入
り

で
き

る
か

確
認

の
上

、
必

要
に

応
じ

て
交

差
点

部
の

拡
幅

を
実

施
す

る
こ

と
。

東
海

北
陸

自
動

車
道

の
工

事
車

両
の

フ
ル

ト
レ

ー
ラ

ー
の

出
入

り
を

確
認

し
て

お
り

、
搬

入
に

は
支

障
な

い
と

判
断

し
て

お
り

ま
す

。
―

―

1
1
1

3
-
6
1

3
.
2
.
4

交
通

の
状

況
(
1
)
 
道

路
の

状
況

搬
入

道
路

道
路

交
通

セ
ン

サ
ス

は
令

和
3
年

度
の

デ
ー

タ
が

公
表

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

準
備

書
に

お
い

て
最

新
の

デ
ー

タ
に

修
正

い
た

し
ま

す
。

―
―

【
河
川
課
①
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
1
2

2
-
5
2
流

域
面

積
算

定
根

拠
河

川

「
ピ

ー
ク

流
量

2
3
.
9
6
m
3
/
s
を

放
流

先
狭

小
部

の
流

下
能

力
3
.
6
3
2
m
3
/
s
に

調
整

す
る

。
」

に
つ

い
て

、
ピ

ー
ク

流
量

、
放

流
先

狭
小

部
の

流
下

能
力

の
算

出
根

拠
を

示
し

て
く

だ
さ

い
。

―
―

1
1
3

2
-
5
6

洪
水

調
整

池
調

整
池

「
A
池

の
構

造
概

念
図

必
要

調
整

容
量

V
=
7
7
,
9
0
0
m
3

堆
砂

容
量

V
=
4
,
3
0
0
m
3

B
池

の
構

造
概

念
図

必
要

調
整

容
量

V
=
3
7
,
1
0
0
m
3

堆
砂

容
量

V
=
2
,
6
0
0
m
3
」

に
つ

い
て

、
A
及

び
B
池

の
必

要
調

整
容

量
、

堆
砂

容
量

の
算

出
根

拠
を

示
し

て
く

だ
さ

い
。

―
―

1
1
4

2
-
5
9
放

流
河

川
等

河
川

沈
砂

地
か

ら
六

厩
川

へ
放

流
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

河
川

管
理

者
と

放
流

箇
所

の
協

議
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（

協
議

済
の

場
合

は
不

要
）

弊
社

所
有

地
の

水
路

に
放

流
い

た
し

ま
す

。
普

通
河

川
範

囲
外

で
在

り
、

下
流

河
川

の
管

理
者

（
市

）
と

協
議

し
て

お
り

ま
す

が
、

今
後

廃
掃

法
上

の
設

置
許

可
申

請
時

に
他

法
令

の
許

可
及

び
申

請
を

行
う

こ
と

と
な

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

「
事

業
者

の
見

解
」

に
て

「
貴

社
所

有
地

の
水

路
に

放
流

い
た
し

ま
す

」
と

回
答

を
い

た
だ

き
ま

し
た

が
、

P
2
-
5
9
に

は
「

六
厩

川
へ

放
流

」
と

の
記

載
が

あ
り

ま
す

。
ど

ち
ら

が
正

し
い

で
し

ょ
う

か
。

六
厩

川
の

場
合

は
県

管
理

区
間

、
県

管
理

区
間

外
ど

ち
ら
で

し
ょ

う
か

。
県

管
理

区
間

の
場

合
は

河
川

管
理
者

で
あ

る
岐

阜
県

高
山

土
木

事
務

所
と

協
議

し
て
く

だ
さ

い
。

沈
砂

池
か

ら
の

放
流

は
、

六
厩

川
の

県
管

理
区

域
と

な
り

ま
す

の
で

、
岐

阜
県

高
山

土
木

事
務

所
と

協
議

し
ま

す
。

算
定

根
拠

は
、

事
業

計
画

書
,
添

付
書

類
3
,
6
)
流

水
流

量
計

算
書

,
(
4
)
下

流
河

川
調

査
及

び
(
5
)
洪

水
調

整
池

の
検

討
の

項
に

記
載

の
と

お
り

で
あ

り
、

河
川

管
理

者
で

あ
る

高
山

市
か

ら
河

川
狭

小
部

の
選

定
に

対
す

る
同

意
を

得
て

(
令

和
3
年

4
月

2
7
日

)
、

算
定

し
て

い
ま

す
。

(
資

料
別

紙
添

付
：

第
1
回

審
査

会
資

料
5
添

付
)

5



【
河
川
課
②
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
1
5

2
-
6
4

沈
砂

池
調

整
池

「
管

理
事

務
所

付
近

の
開

発
行

為
に

伴
う

流
出

量
増

加
は

、
当

該
流

域
に

占
め

る
流

出
流

出
量

増
加

率
が

、
1
.
0
％

未
満

と
な

る
た

め
、

林
地

開
発

許
可

審
査

基
準

、
第

２
の

４
、

細
則

１
４

(
１

)
に

基
づ

き
、

洪
水

調
整

池
を

設
置

す
る

必
要

に
当

た
ら

な
い

。
」

に
つ

い
て

、
洪

水
調

整
池

の
設

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

許
可

権
者

で
あ

る
高

山
市

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

洪
水

調
整

池
設

置
の

必
要

性
に

つ
い

て
は

、
岐

阜
県

農
政

部
飛

騨
農

林
事

務
所

・
森

林
保

全
課

に
確

認
し

、
森

林
法

に
基

づ
く

林
地

開
発

許
可

申
請

書
の

手
引

き
に

よ
り

、
検

討
し

て
お

り
ま

す
。

洪
水

調
整

池
の

設
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
許

可
権

者
で

あ
る
高

山
市

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

管
理

事
務

所
の

設
置

が
「

建
築

物
の

建
築

の
用

に
供

す
る

目
的
で

行
う

土
地

の
区

画
形

質
の

変
更

」
に

該
当

し
、
都

市
計

画
法

上
の

洪
水

調
整

池
を

設
置

す
る

必
要
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

洪
水

調
整

池
の

設
置

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
高

山
市

と
協

議
を

行
い

ま
す

。

1
1
6

5
-
3

「
水

質
・

底
質

・
地

下
水

」

水
質

「
工

作
物

等
の

存
在

に
伴

う
排

水
は

な
い

た
め

、
選

定
し

な
い

。
」

に
つ

い
て

、
管

理
棟

か
ら

の
排

水
は

、
「

工
作

物
等

の
存

在
に

伴
う

排
水

」
に

該
当

し
な

い
で

し
ょ

う
か

。

管
理

棟
か

ら
の

排
水

は
浄

化
槽

に
よ

り
適

切
に

処
理

し
排

水
す

る
た

め
「

工
作

物
等

の
存

在
に

伴
う

排
水

」
と

し
て

選
定

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

―
―

1
1
7

6
-
7

「
水

質
・

底
質

・
地

下
水

」
の

現
地

調
査

水
質

現
地

調
査

で
、

基
準

値
を

超
過

し
た

場
合

は
、

河
川

管
理

者
へ

報
告

し
て

く
だ

さ
い

。
報

告
を

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

―
―

【
砂

防
課

】
№

頁
箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
1
8

2
-
1
1

2
.
4
.
4

施
設

設
置

計
画

の
概

要

地
盤

当
該
事
業
に
よ
り
計
画
さ
れ
る
埋
立
地
、

土
捨
場
、
覆
土
仮
置
場
の
下
流
に
は
、
土

砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
基
礎
調
査
に
お

い
て
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
指
定

予
定
の
区
域
が
あ
る
た
め
、
地
域
住
民
や

高
山
市
な
ど
関
係
者
と
十
分
協
議
し
、
理

解
を
得
た
上
で
事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
く

だ
さ
い
。
(別
紙
図
参
照
：
第
1
回
審
査
会

資
料
5
添
付
）

今
後

、
廃

掃
法

上
の

設
置

許
可

と
同

時
に

関
係

法
令

の
手

続
き

の
段

階
で

、
協

議
を

お
こ

な
い

ま
す

。
―

―
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【
建

築
指

導
課

】
№

頁
箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
1
9

3
-
2
1
地

盤
の

状
況

地
盤

＜
宅

地
造

成
及

び
特

定
盛

土
等

規
制

法
＞ ・

令
和

５
年

５
月

に
施

行
さ

れ
た

宅
地

造
成

及
び

特
定

盛
土

等
規

制
法

に
基

づ
く

規
制

区
域

に
新

た
に

指
定

さ
れ

た
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

て
手

続
き

を
行

う
こ

と
。

許
可

を
要

す
る

場
合

に
は

、
同

法
第

１
３

条
及

び
第

３
１

条
に

基
づ

く
技

術
的

基
準

等
に

適
合

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

当
該

計
画

は
、

宅
地

造
成

及
び

特
定

盛
土

等
規

制
法

制
定

以
前

の
計

画
で

す
が

、
当

該
法

令
の

制
定

に
配

慮
し

た
設

計
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
但

し
、

今
後

、
廃

掃
法

の
設

置
許

可
申

請
に

合
わ

せ
て

他
法

令
の

検
討

・
説

明
を

実
施

い
た

し
ま

す
。

―
―

【
水

資
源

課
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
2
0

目
次

3
.
1
.
2
(
3

)
地

下
水

の
状

況

・
P
3
-
1
4
に

は
「

(
3
)
地

下
水

水
質

の
状

況
」

と
記

載
さ

れ
て

お
り

、
項

目
名

が
整

合
し

て
い

ま
せ

ん
。

準
備

書
に

お
い

て
整

合
い

た
し

ま
す

。
―

―

【
飛
騨
県
事
務
所
①
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
2
1

6
-
2

6
.
1
大

気
質 調

査
方

法
(
3
)
地

上
気

象
(
風

向
、

風
速

)

大
気

質

・
資

料
調

査
の

み
で

現
地

調
査

が
な

い
た

め
、

デ
ー

タ
を

取
得

、
分

析
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

理
由

)
岐

阜
県

環
境

影
響

評
価

技
術

指
針

で
は

、
大

気
質

の
調

査
方

法
で

現
地

調
査

を
求

め
て

い
ま

す
。

当
事

業
の

計
画

地
は

、
山

腹
の

谷
間

、
複

雑
で

高
低

差
や

寒
暖

差
の

あ
る

地
で

あ
り

、
長

期
間

の
埋

め
立

て
処

分
場

と
し

て
活

動
す

る
際

に
、

埋
め

立
て

、
機

械
の

稼
働

、
車

両
の

運
行

等
か

ら
、

大
気

に
放

出
さ

れ
る

二
酸

化
硫

黄
、

二
酸

化
窒

素
、

浮
遊

粒
子

状
物

質
、

粉
じ

ん
等

(
降

下
ば

い
じ

ん
)
、

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

各
種

物
質

、
ま

た
6
-
3
0
頁

の
悪

臭
物

質
が

大
気

中
に

放
出

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
こ

れ
ら

が
拡

散
す

る
状

況
予

測
を

、
で

き
る

だ
け

精
密

か
つ

正
確

に
行

う
た

め
に

は
、

天
候

、
季

節
、

風
向

、
風

速
、

気
流

の
流

れ
な

ど
の

項
目

を
、

計
画

地
で

1
年

以
上

大
気

質
調

査
を

行
い

、
デ

ー
タ

を
取

得
、

分
析

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
考

ま
す

。
※

事
例

　
山

腹
の

事
業

場
か

ら
少

し
離

れ
た

集
落

で
の

悪
臭

苦
情

気
象

（
風

向
・

風
速

）
に

つ
い

て
は

、
直

近
に

気
象

庁
の

観
測

所
(
岐

阜
地

方
気

象
台

六
厩

観
測

所
)
が

あ
る

た
め

、
資

料
調

査
の

み
と

し
て

お
り

ま
す

が
、

ご
指

摘
の

と
お

り
複

雑
な

地
形

で
あ

る
た

め
、

現
地

調
査

に
つ

い
て

も
検

討
す

る
よ

う
に

い
た

し
ま

す
。

・
岐

阜
地

方
気

象
台

六
厩

観
測

所
は

、
事

業
地

か
ら

離
れ

て
い
る

こ
と

か
ら

、
精

度
の

高
い

デ
ー

タ
を

取
得

、
分
析

し
環

境
影

響
評

価
を

す
る

た
め

に
は

、
資

料
調
査

で
は

な
く

現
地

調
査

を
実

施
す

る
こ

と
。

理
由

)
岐

阜
県

環
境
影

響
評

価
技

術
指

針
で

は
、

大
気

質
の

調
査

方
法
で

現
地

調
査

を
求

め
て

い
ま

す
。

当
事

業
の

計
画

地
は

、
山

腹
の

谷
間

、
複

雑
で

高
低

差
や

寒
暖
差

の
あ

る
地

で
あ

り
、

長
期

間
の

埋
め

立
て

処
分
場

と
し

て
活

動
す

る
際

に
、

埋
め

立
て

、
機

械
の
稼

働
、

車
両

の
運

行
等

か
ら

、
大

気
に

放
出

さ
れ
る

二
酸

化
硫

黄
、

二
酸

化
窒

素
、

浮
遊

粒
子

状
物
質

、
粉

じ
ん

等
(
降

下
ば

い
じ

ん
)
、

廃
棄

物
に

含
ま

れ
る

各
種

物
質

、
ま

た
6
-
3
0
頁

の
悪

臭
物

質
が
大

気
中

に
放

出
さ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

こ
れ
ら

が
拡

散
す

る
状

況
予

測
を

、
で

き
る

だ
け

精
密
か

つ
正

確
に

行
う

た
め

に
は

、
天

候
、

季
節

、
風

向
、

風
速

、
気

流
の

流
れ

な
ど

の
項

目
を

、
計
画

地
で

1
年

以
上

大
気

質
調

査
を

行
い

、
デ

ー
タ
を

取
得

、
分

析
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
と

考
え
ま

す
。

※
事

例
　

山
腹

の
事

業
場

か
ら

少
し

離
れ

た
集

落
で

の
悪

臭
苦
情

前
回

、
回

答
さ

せ
て

い
た

だ
い

た
と

お
り

、
資

料
調

査
に

加
え

、
事

業
実

施
区

域
に

お
い

て
、

現
地

調
査

（
気

象
、

風
向

、
風

速
、

気
温

、
湿

度
、

日
射

量
、

放
射

収
支

量
）

を
実

施
し

ま
す

。
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【
飛
騨
県
事
務
所
②
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
2
2

6
-
2

調
査

地
域

(
2
)
沿

道
環

境
大

気
の

状
況

大
気

質

・
事

業
活

動
に

伴
う

窒
素

酸
化

物
等

が
合

わ
せ

て
発

生
し

て
い

る
の

で
、

そ
の

影
響

を
予

測
調

査
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

理
由

)
運

搬
・

作
業

車
両

か
ら

排
出

さ
れ

る
排

気
ガ

ス
の

窒
素

酸
化

物
、

硫
黄

酸
化

物
等

が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

影
響

を
予

測
調

査
す

る
必

要
が

あ
ろ

と
考

え
ま

す
。

「
沿

道
環

境
大

気
へ

の
影

響
」

に
つ

い
て

は
、

現
況

調
査

、
予

測
・

評
価

す
る

計
画

と
し

て
お

り
ま

す
。

・
事

業
計

画
地

へ
の

進
入

経
路

と
な

る
道

路
沿

い
の

住
宅

地
や
別

荘
地

、
事

業
所

等
に

対
し

て
も

、
事

業
活

動
に
伴

う
窒

素
酸

化
物

等
の

発
生

に
伴

う
影

響
を

予
測
調

査
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
事

業
実

施
区

域
周
辺

2
地

点
以

外
に

適
切

な
調

査
場

所
や

地
点

数
を
設

定
す

る
こ

と
。

理
由

)
運

搬
・

作
業
車

両
か

ら
排

出
さ

れ
る

排
気

ガ
ス

の
窒

素
酸

化
物
、

硫
黄

酸
化

物
等

が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、

そ
の
影

響
を

予
測

調
査

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す
。

現
況

に
つ

い
て

は
、

現
調

査
計

画
の

沿
道

２
地

点
の

現
況

調
査

で
把

握
で

き
る

も
の

と
考

え
て

お
り

ま
す

が
、

ご
指

摘
の

と
お

り
、

運
搬

・
作

業
車

両
の

ル
ー

ト
に

は
そ

の
他

の
地

区
も

あ
る

た
め

、
飛

騨
清

見
I
C
南

側
に

位
置

す
る

清
見

町
上

小
鳥

、
荘

川
I
C
東

側
に

位
置

す
る

荘
川

町
黒

谷
付

近
に

予
測

地
点

を
設

け
ま

す
。

1
2
3

6
-
7

6
.
2
水

質
・

底
質

・
地

下
水

調
査

手
法

　
調

査
期

間

水
質

・
河

川
水

質
の

状
況

は
、

平
水

時
に

年
４

回
と

な
っ

て
い

る
が

、
河

川
水

質
の

変
動

を
観

測
す

る
た

め
に

、
観

測
回

数
を

増
や

す
必

要
が

あ
る

と
考

ま
す

。
理

由
)

荘
川

の
六

厩
は

、
県

内
で

も
有

数
の

豪
雪

地
帯

で
気

温
が

低
下

す
る

地
域

で
あ

る
ほ

か
、

様
々

な
要

因
で

採
水

が
困

難
な

場
合

や
河

川
水

質
の

変
動

が
顕

著
な

場
合

に
、

要
因

や
時

期
を

調
査

す
る

た
め

に
は

、
観

測
回

数
の

増
加

(
例

：
月

１
回

)
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

本
施

設
の

設
計

を
す

る
段

階
に

お
い

て
、

河
川

水
質

の
調

査
（

生
活

環
境

項
目

：
1
回

/
月

、
健

康
項

目
：

1
回

/
季

節
）

を
実

施
し

て
お

り
ま

す
。

準
備

書
に

お
い

て
、

本
方

法
書

の
調

査
結

果
に

加
え

、
設

計
時

の
調

査
結

果
を

合
わ

せ
て

示
す

よ
う

に
い

た
し

ま
す

。

・
河

川
水

質
の

状
況

は
、

平
水

時
に

年
４

回
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

河
川

水
質

の
変

動
を

観
測

す
る

た
め

に
、
方

法
書

の
調

査
と

し
て

、
観

測
回

数
を

増
や

す
こ
と

。
理

由
)

荘
川

の
六

厩
は

、
県

内
で

も
有

数
の

豪
雪

地
帯

で
気

温
が

低
下
す

る
地

域
で

あ
る

ほ
か

、
様

々
な

要
因

で
採

水
が
困

難
な

場
合

や
河

川
水

質
の

変
動

が
顕

著
な

場
合
に

、
要

因
や

時
期

を
調

査
す

る
た

め
に

は
、

観
測
回

数
の

増
加

(
例

：
月

１
回

)
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

本
施

設
の

設
計

を
す

る
段

階
に

お
い

て
、

河
川

水
質

の
調

査
（

生
活

環
境

項
目

：
1
回

/
月

、
健

康
項

目
：

1
回

/
季

節
）

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
調

査
時

（
2
0
1
9
年

～
2
0
2
0
年

）
か

ら
、

現
地

周
辺

の
状

況
に

変
化

は
な

い
た

め
、

既
存

資
料

の
結

果
を

参
考

と
す

る
こ

と
に

問
題

は
な

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

1
2
4

6
-
7

調
査

手
法

　
調

査
地

点
水

質

・
調

査
地

点
は

放
流

先
河

川
の

5
か

所
と

な
っ

て
い

る
が

、
下

流
域

に
観

測
地

点
を

増
や

す
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

理
由

)
水

質
検

査
に

つ
い

て
は

、
水

素
イ

オ
ン

濃
度

や
生

物
化

学
的

酸
素

要
求

量
な

ど
の

生
活

環
境

項
目

及
び

カ
ド

ミ
ウ

ム
や

鉛
な

ど
の

健
康

項
目

ほ
か

の
調

査
を

行
う

が
、

下
流

域
の

河
川

水
質

の
予

測
評

価
す

る
た

め
に

、
観

測
地

点
を

増
や

す
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

ご
指

摘
の

と
お

り
、

下
流

域
に

調
査

地
点

を
設

定
す

る
よ

う
に

い
た

し
ま

す
。

・
調

査
地

点
は

放
流

先
河

川
の

5
か

所
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、
下

流
域

に
観

測
地

点
を

設
定

す
る

の
で

あ
れ

ば
、
具

体
的

な
調

査
場

所
や

地
点

数
を

明
示

す
る

こ
と
。

理
由

)
水

質
検

査
に
つ

い
て

は
、

水
素

イ
オ

ン
濃

度
や

生
物

化
学

的
酸
素

要
求

量
な

ど
の

生
活

環
境

項
目

及
び

カ
ド

ミ
ウ
ム

や
鉛

な
ど

の
健

康
項

目
ほ

か
の

調
査

を
行

う
が
、

下
流

域
の

河
川

水
質

の
予

測
評

価
す

る
た

め
に
、

観
測

地
点

を
増

や
す

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す
。

荘
川

町
六

厩
地

区
付

近
の

１
地

点
に

つ
い

て
追

加
し

ま
す

。

8



【
飛
騨
県
事
務
所
③
】

№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
2
5

6
-
1
5

6
-
2
0

6
.
4
騒

音
6
.
5
振

動

大
気

質
、

騒
音

・
振

動

・
事

業
実

施
区

域
の

周
辺

に
は

、
集

落
や

別
荘

地
が

あ
り

、
主

要
搬

入
路

も
含

め
静

穏
な

環
境

へ
の

影
響

が
懸

念
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

事
業

者
等

に
対

す
る

運
搬

車
両

、
作

業
車

両
や

機
械

設
備

か
ら

の
騒

音
、

振
動

、
悪

臭
、

粉
じ

ん
等

(
降

下
ば

い
じ

ん
)
の

調
査

が
必

要
と

考
え

ま
す

。
理

由
)

高
速

道
路

の
延

伸
に

伴
う

国
道

1
5
8
号

の
交

通
量

は
、

工
事

の
実

施
や

施
設

の
稼

働
に

伴
い

、
相

当
増

加
す

る
と

考
え

ら
れ

、
主

要
搬

入
道

路
も

含
め

た
地

域
住

民
、

事
業

者
等

に
対

す
る

運
搬

車
両

、
作

業
車

両
や

機
械

設
備

か
ら

の
騒

音
、

振
動

、
悪

臭
、

粉
じ

ん
等

(
降

下
ば

い
じ

ん
)
の

調
査

が
必

要
と

考
え

ま
す

。
ま

た
、

現
地

は
遮

蔽
物

や
暗

騒
音

の
少

な
い

山
間

の
た

め
、

山
体

に
よ

る
音

の
反

射
(
や

ま
び

こ
)
や

機
械

設
備

か
ら

の
低

周
波

振
動

な
ど

地
域

へ
の

影
響

調
査

が
必

要
と

考
え

ま
す

。

騒
音

・
振

動
に

つ
い

て
は

、
環

境
項

目
「

騒
音

」
・

「
振

動
」

の
工

事
の

実
施

（
建

設
機

械
の

稼
働

、
工

事
用

車
両

の
走

行
）

及
び

人
の

活
動

（
埋

立
機

械
の

稼
働

、
浸

出
液

処
理

施
設

の
稼

働
、

廃
棄

物
運

搬
車

両
の

運
行

）
の

中
で

評
価

す
る

計
画

と
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
木

く
ず

の
破

砕
設

備
は

「
建

設
機

械
の

稼
働

」
の

中
で

予
測

・
評

価
い

た
し

ま
す

。
　

粉
じ

ん
等

(
降

下
ば

い
じ

ん
)
に

つ
い

て
は

、
環

境
項

目
「

大
気

質
」

の
中

で
評

価
す

る
計

画
と

し
て

お
り

ま
す

。
　

悪
臭

に
つ

い
て

は
、

環
境

項
目

「
悪

臭
」

の
「

人
の

活
動

（
廃

棄
物

の
存

在
・

分
解

）
」

の
中

で
評

価
す

る
計

画
と

し
て

お
り

ま
す

。

・
事

業
計

画
地

の
周

辺
に

は
、

住
宅

地
や

別
荘

地
、

事
業

所
が

あ
り

、
主

要
搬

入
路

も
含

め
静

穏
な

環
境

へ
の
影

響
が

懸
念

さ
れ

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

事
業
計

画
地

の
工

事
期

間
や

施
設

稼
働

時
の

騒
音

、
振
動

等
の

影
響

を
予

測
評

価
す

る
た

め
、

事
業

実
施

区
域

周
辺

2
地

点
以

外
に

適
切

な
調

査
場

所
や
地

点
数

を
設

定
す

る
こ

と
。

理
由

)
高

速
道

路
の
延

伸
に

伴
う

国
道

1
5
8
号

の
交

通
量

は
、

工
事

の
実

施
や

施
設

の
稼

働
に

伴
い

、
相

当
増

加
す

る
と
考

え
ら

れ
、

主
要

搬
入

道
路

も
含

め
た

地
域

住
民
、

事
業

者
等

に
対

す
る

運
搬

車
両

、
作

業
車

両
や
機

械
設

備
か

ら
の

騒
音

、
振

動
、

悪
臭

、
粉

じ
ん
等

(
降

下
ば

い
じ

ん
)
の

調
査

が
必

要
と

考
え

ま
す
。

ま
た

、
現

地
は

遮
蔽

物
や

暗
騒

音
の

少
な

い
山

間
の

た
め

、
山
体

に
よ

る
音

の
反

射
(
や

ま
び

こ
)
や

機
械

設
備

か
ら

の
低

周
波

振
動

な
ど

地
域

へ
の

影
響

調
査

が
必
要

と
考

え
ま

す
。

大
気

質
の

現
況

に
つ

い
て

は
、

現
調

査
計

画
の

２
地

点
（

六
厩

地
区

及
び

ケ
ベ

ッ
ク

の
森

と
の

敷
地

境
界

付
近

）
、

ま
た

、
騒

音
・

振
動

の
現

況
に

つ
い

て
は

、
工

事
の

影
響

、
供

用
時

の
影

響
を

考
慮

し
た

４
地

点
（

埋
立

地
付

近
、

土
捨

場
・

覆
土

仮
置

場
付

近
、

出
入

口
付

近
の

敷
地

境
界

及
び

六
厩

地
区

）
で

現
況

把
握

を
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
現

調
査

計
画

で
現

況
を

把
握

で
き

る
も

の
と

考
え

て
い

ま
す

。
ま

た
、

予
測

・
評

価
に

つ
い

て
は

、
大

気
質

、
騒

音
・

振
動

と
も

に
平

面
予

測
を

実
施

す
る

計
画

と
し

て
お

り
、

対
象

事
業

実
施

区
域

周
辺

へ
の

影
響

を
面

的
に

予
測

で
き

る
も

の
と

考
え

て
い

ま
す

。

1
2
6

6
-
2
4

6
.
6
地

盤
地

盤

・
山

腹
の

谷
間

を
埋

め
立

て
る

計
画

で
あ

り
、

豪
雨

や
積

雪
等

に
よ

る
処

分
場

の
崩

落
や

地
震

に
よ

る
遮

水
シ

ー
ト

等
の

損
傷

が
懸

念
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

た
め

、
豪

雨
や

積
雪

時
、

地
震

時
に

お
い

て
も

安
定

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
調

査
の

う
え

、
予

測
評

価
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
理

由
)

本
調

査
項

目
は

、
地

下
水

及
び

斜
面

の
安

定
に

係
る

項
目

で
す

が
、

令
和

３
年

豪
雨

時
に

熱
海

市
で

盛
土

に
よ

る
土

石
流

が
発

生
し

て
以

降
、

大
規

模
盛

土
に

対
し

て
は

、
地

域
住

民
の

関
心

が
高

い
こ

と
か

ら
、

正
確

な
土

質
定

数
に

よ
る

適
正

な
安

定
計

算
を

提
示

し
、

豪
雨

や
積

雪
時

、
地

震
時

に
お

い
て

も
安

定
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

調
査

の
う

え
、

予
測

評
価

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

ま
た

、
飛

騨
古

川
付

近
か

ら
旧

荘
川

村
へ

か
け

て
の

地
域

に
分

布
す

る
「

国
府

断
層

帯
」

と
呼

ば
れ

る
断

層
群

が
あ

り
、

事
業

実
施

区
域

内
の

近
く

に
あ

る
「

牧
ケ

洞
断

層
」

に
係

る
影

響
調

査
を

行
い

、
安

全
安

心
を

担
保

す
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ま
す

。

ご
指

摘
の

点
を

考
慮

す
る

た
め

に
、

予
測

項
目

で
「

埋
立

地
」

「
覆

土
仮

置
場

」
「

土
捨

場
」

を
示

し
、

そ
れ

ら
の

評
価

を
、

地
震

と
豪

雨
、

積
雪

の
観

点
で

行
っ

て
い

き
ま

す
。

そ
の

結
果

を
基

に
、

準
備

書
段

階
で

説
明

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

・
山

腹
の

谷
間

を
埋

め
立

て
る

計
画

で
あ

り
、

豪
雨

や
積

雪
等
に

よ
る

処
分

場
の

崩
落

や
地

震
に

よ
る

遮
水

シ
ー
ト

等
の

損
傷

が
懸

念
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

た
め

、
想

定
外

の
豪

雨
や

積
雪

時
、

地
震

時
に

お
い
て

も
、

構
造

物
等

の
安

定
的

な
稼

働
が

確
保

さ
れ
る

か
ど

う
か

調
査

の
う

え
、

予
測

評
価

す
る

こ
と
。

理
由

)
本

調
査

項
目
は

、
地

下
水

及
び

斜
面

の
安

定
に

係
る

項
目

で
す
が

、
令

和
３

年
豪

雨
時

に
熱

海
市

で
盛

土
に

よ
る
土

石
流

が
発

生
し

て
以

降
、

大
規

模
盛

土
に

対
し
て

は
、

地
域

住
民

の
関

心
が

高
い

こ
と

か
ら

、
正
確

な
土

質
定

数
に

よ
る

適
正

な
安

定
計

算
を

提
示
し

、
豪

雨
や

積
雪

時
、

地
震

時
に

お
い

て
も

安
定
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

調
査

の
う

え
、

予
測
評

価
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
ま

た
、

飛
騨
古

川
付

近
か

ら
旧

荘
川

村
へ

か
け

て
の

地
域

に
分
布

す
る

「
国

府
断

層
帯

」
と

呼
ば

れ
る

断
層

群
が
あ

り
、

事
業

実
施

区
域

内
の

近
く

に
あ

る
「

牧
ケ
洞

断
層

」
に

係
る

影
響

調
査

を
行

い
、

安
全

安
心

を
担

保
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

技
術

と
い

う
の

は
「

リ
ス

ク
を

最
小

化
す

る
」

と
言

う
こ

と
に

留
ま

り
、

絶
対

的
な

安
全

す
な

わ
ち

ゼ
ロ

リ
ス

ク
を

作
る

こ
と

は
不

可
能

で
す

。
し

た
が

っ
て

、
こ

こ
で

い
う

「
想

定
外

」
と

い
う

こ
と

が
、

「
よ

り
良

い
も

の
を

つ
く

る
」

と
い

う
意

味
で

あ
る

と
解

釈
し

ま
す

と
、

当
然

の
こ

と
な

が
ら

、
改

正
さ

れ
た

盛
土

等
規

制
法

を
踏

ま
え

、
以

下
の

点
に

つ
い

て
の

予
測

・
評

価
を

実
施

し
ま

す
。

・
当

該
地

に
影

響
を

及
ぼ

す
で

あ
ろ

う
活

断
層

等
に

よ
る

大
規

模
地

震
の

影
響

を
考

慮
し

た
耐

震
性

・
当

該
地

に
お

け
る

過
去

最
大

規
模

の
降

雨
量

を
考

慮
し

た
安

全
性

　
ま

た
、

地
盤

定
数

に
つ

い
て

は
、

準
備

書
に

お
い

て
適

切
性

を
説

明
し

ま
す

が
、

当
該

地
は

大
規

模
な

盛
土

と
な

る
た

め
、

条
例

ア
セ

ス
の

「
事

後
調

査
」

等
を

利
用

し
、

試
験

施
工

に
つ

い
て

も
検

討
し

て
い

く
予

定
で

す
。

な
お

、
条

例
ア

セ
ス

の
事

後
調

査
に

つ
い

て
は

、
準

備
書

提
出

の
段

階
で

提
案

し
ま

す
。

9
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飛
騨
県
事
務
所
④
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№
頁

箇
所

項
目

事
前
意
見
（
9
/
2
）

事
前
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
9
/
1
2
）

事
業
者
見
解
に
対
す
る
追
加
意
見
（
1
0
/
4
）

追
加
意
見
に
対
す
る
事
業
者
見
解
（
1
0
/
7
）

1
2
7

6
-
3
0

6
.
7
悪

臭
大

気
質

・
悪

臭
は

発
生

源
に

加
え

、
6
-
2
頁

の
大

気
質

の
影

響
を

う
け

る
こ

と
か

ら
、

大
気

質
の

現
地

調
査

は
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

理
由

)
特

定
悪

臭
物

質
(
ア

ン
モ

ニ
ア

、
硫

化
水

素
、

ア
セ

ト
ア

ル
デ

ヒ
ド

等
(
2
2
項

目
)
)
の

敷
地

境
界

に
お

け
る

調
査

及
び

臭
気

指
数

に
よ

る
調

査
を

行
う

が
、

悪
臭

は
大

気
質

の
影

響
を

受
け

て
漂

う
こ

と
か

ら
、

そ
の

影
響

を
調

査
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

・
事

業
活

動
に

伴
う

硫
化

水
素

等
が

発
生

し
て

い
る

の
で

、
そ

の
影

響
を

予
測

調
査

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
理

由
)

埋
め

立
て

ご
み

か
ら

は
硫

化
水

素
等

が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

影
響

を
予

測
調

査
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

気
象

調
査

に
つ

い
て

は
、

現
地

調
査

の
追

加
を

検
討

い
た

し
ま

す
。

ま
た

、
埋

立
ご

み
か

ら
の

悪
臭

の
影

響
に

つ
い

て
は

評
価

す
る

計
画

と
し

て
お

り
ま

す
。

・
悪

臭
は

発
生

源
の

敷
地

境
界

付
近

に
加

え
、

気
流

や
風

の
影
響

を
受

け
て

事
業

計
画

域
周

辺
の

公
害

苦
情

と
な
る

こ
と

か
ら

、
大

気
質

の
現

地
調

査
を

実
施

の
う
え

、
予

測
評

価
す

る
こ

と
。

理
由

)
特

定
悪

臭
物
質

(
ア

ン
モ

ニ
ア

、
硫

化
水

素
、

ア
セ

ト
ア

ル
デ
ヒ

ド
等

(
2
2
項

目
)
)
の

敷
地

境
界

に
お

け
る

調
査
及

び
臭

気
指

数
に

よ
る

調
査

を
行

う
が

、
悪

臭
は
大

気
質

の
影

響
を

受
け

て
漂

う
こ

と
か

ら
、

そ
の
影

響
を

調
査

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま
す

。

・
事

業
活

動
に

伴
い

埋
め

立
て

処
分

場
か

ら
は

硫
化

水
素

等
が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、

事
業

実
施

区
域

の
敷

地
境
界

2
地

点
以

外
に

適
切

な
調

査
場

所
や

地
点

数
を
設

定
し

、
そ

の
影

響
を

調
査

予
測

評
価

す
る

こ
と
。

理
由

)
埋

め
立

て
ご
み

か
ら

は
硫

化
水

素
等

が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、
そ

の
影

響
を

調
査

し
予

測
す

る
必

要
が

あ
る

と
考
え

ま
す

。

・
大

気
質

の
現

況
に

つ
い

て
は

、
２

地
点

（
六

厩
地

区
、

ケ
ベ

ッ
ク

の
森

と
の

敷
地

境
界

）
、

悪
臭

に
つ

い
て

も
２

地
点

（
西

側
（

六
厩

地
区

側
）

、
北

側
（

ケ
ベ

ッ
ク

の
森

側
）

の
敷

地
境

界
）

で
現

況
調

査
を

実
施

し
ま

す
。

ま
た

、
気

象
調

査
に

つ
い

て
も

資
料

調
査

に
加

え
、

現
地

調
査

を
実

施
し

ま
す

。

・
悪

臭
に

つ
い

て
は

、
現

況
に

お
い

て
発

生
源

が
存

在
し

な
い

た
め

現
計

画
の

２
地

点
（

西
側

（
六

厩
地

区
側

）
、

北
側

（
ケ

ベ
ッ

ク
の

森
側

）
の

敷
地

境
界

）
で

現
況

を
把

握
で

き
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
が

、
土

捨
場

・
覆

土
仮

置
場

付
近

の
敷

地
境

界
に

１
地

点
追

加
し

ま
す

。

1
2
8
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6
.
1
0
動

物 6
.
1
1
植

物 6
.
1
2
生

態
系

生
態

系

・
事

業
計

画
地

周
辺

地
域

の
調

査
範

囲
が

基
本

と
な

っ
て

い
る

が
、

地
域

の
生

態
系

を
考

慮
し

て
面

積
を

拡
大

し
、

く
ま

な
く

調
査

を
行

い
、

種
の

保
存

を
行

う
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

理
由

)
事

業
計

画
地

周
辺

は
も

ち
ろ

ん
の

こ
と

、
貴

重
な

動
植

物
や

動
植

物
相

の
状

況
は

、
動

植
物

の
移

動
や

繁
殖

等
を

考
慮

し
、

調
査

範
囲

を
拡

大
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

ま
す

。

調
査

範
囲

拡
大

の
方

向
で

検
討

す
る

よ
う

に
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

拡
大

範
囲

に
つ

い
て

は
調

査
を

進
め

な
が

ら
必

要
に

応
じ

検
討

い
た

し
ま

す
。

・
動

植
物

等
の

調
査

対
象

範
囲

は
、

事
業

計
画

地
周

辺
地

域
と
な

っ
て

い
ま

す
が

、
絶

滅
危

惧
種

や
希

少
種

等
の
調

査
に

つ
い

て
は

、
地

域
の

生
態

系
を

考
慮

し
て
面

積
を

拡
大

し
、

種
の

保
全

対
策

を
行

う
こ

と
。

理
由

)
事

業
計

画
地
周

辺
は

も
ち

ろ
ん

の
こ

と
、

貴
重

な
動

植
物

や
動
植

物
相

の
状

況
は

、
動

植
物

の
移

動
や

繁
殖

等
を
考

慮
し

、
調

査
範

囲
を

拡
大

す
る

必
要

が
あ

る
と
考

え
ま

す
。

審
査

会
に

お
い

て
、

南
側

の
沢

に
貴

重
種

（
昆

虫
）

が
存

在
す

る
と

の
意

見
も

出
て

お
り

、
現

調
査

計
画

の
範

囲
を

拡
大

し
、

南
側

の
沢

付
近

に
つ

い
て

も
現

地
調

査
（

任
意

踏
査

）
を

実
施

し
ま

す
。
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